
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業の振興と人材の育成等に関する 

県民会議 資料 

令和５年２月２２日 

１ 求人・求職及び有効求人倍率の推移 P1～P4

（P） 

P15～ 

   P22 

ページ 

２ 緊急雇用安定助成金・休業支援金・給付金・小学校

休業等対応助成金資料 
 

３ 人材開発支援助成金資料 

P5～P10 

P11～14 

4 中小企業へ適用される法律関係資料 

  ・月６０時間を超える法定時間外労働に対する 

   ５０％以上の割増賃金の支払の義務化 

  ・女性の活躍に関する情報公表項目の追加 

  ・就活ハラスメント対策等の推進    

5 参考資料 

・従業員が 1,000 人を超える企業に対する男性労 

働者の育児休業取得率等の公表の義務化 

  ・両立支援等助成金 

  ・業務改善助成金 

P23～ 

   P30 





求人・求職及び有効求人倍率の推移（富山労働局）

・有効求人倍率（季節調整値） 1.５9倍 前月比0.01ポ上昇
※全国順位 第８位（前月10位）

・有効求人数（季節調整値） 23,704人 前月比0.2％上昇
※２か月ぶりに前月より増加

・有効求職者数（季節調整値） 14,915人 前月比0.1％減少
※２か月ぶりに前月より減少

※ポイント（令和４年12月）
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新型コロナウイルス感染症の影響について①

＜雇用調整助成金の月別申請状況：令和２年３月～＞

〈新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金の月別申請状況〉

令和２年７月１０日より受付開始
（実績は令和４年１２月末日現在）

令和４年１２月末現在
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＜新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整の状況：令和２年３月～＞

＜新規学卒求人の内定状況（大学等・高卒）＞ 令和４年１2月末現在

大学等 高卒

内定率 ９１．０％ ９３．４％

前年同月比（※注） ▲０．３P ▲０．６P

新型コロナウイルス感染症の影響について②

※産業別では宿泊・飲食サービス業、製造業、運輸業、卸・小売業で全体の約７割を占める。
累計：雇用調整実施事業所数152事業所、1,739人（令和４年12月末現在）
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緊急雇用安定助成金を申請する事業主のみなさまへ

緊急雇用安定助成金は、令和５年３月31日をもって終了する予定です

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象に
した緊急雇用安定助成金を実施してきましたが、本助成金は令和５年３月31日までの休業をもって受付を
終了します。申請期限や最後の判定基礎期間の申請方法は次のとおりです。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL041227企01

申請期限について

最後の判定基礎期間について

雇用調整助成金について

緊急雇用安定助成金の申請期限は、支給対象期間（１～３の連続する判定基礎期間）の末日の翌
日から起算して２か月以内です。申請期限を過ぎた場合は、申請を受け付けることができません。
郵送又はオンライン申請による場合は、上記の日までに支給申請書等が労働局・ハローワークに

到達していなければなりませんので、ご注意ください。
なお、令和５年３月31日を含む判定基礎期間の申請期限は、

です。

令和５年３月31日を含む判定基礎期間については、賃金締め切り日や最終休業日にかかわらず、判定基
礎期間末日が一律に令和５年３月31日までとなります。なお、令和５年４月１日以降も休業を実施した場
合であっても、助成対象となるのは令和５年３月31日までに実施した休業のみとなります。

末日締めの事業所の例：

ご不明な点は、以下のコールセンターまでお問い合わせください。

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター

0120-603-999 受付時間 9：00～21：00 土日・祝日含む

令和5年２月１日～令和５年２月28日

判定基礎期間

令和5年３月１日～令和５年３月31日

判定基礎期間（最終）

申請期間： 令和5年３月１日 ～ 令和５年４月30日

申請期間： 令和5年４月１日 ～ 令和５年５月31日

判定基礎期間（最終）と同時に申請
する場合は、令和５年５月31日まで

20日締めの事業所の例：

令和5年２月21日～令和５年３月20日

判定基礎期間

令和5年３月21日 ～
令和５年３月31日

判定基礎期間（最終）

申請期間： 令和5年３月21日 ～ 令和５年５月20日

申請期間： 令和5年４月１日 ～ 令和５年５月31日

雇用調整助成金の制度自体は令和５年４月以降も継続しますが、令和５年４月以降の取扱いについて
は、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします。

※ 末日締め以外の事業所の場合で、令和５年３月31日を末日とする１か月未満の判定基礎期間と、その直前の判定基礎期間を通算して
申請する場合に限り、通算した判定基礎期間の初日の2か月後の日から２か月以内が申請期間となり、令和５年６月中に申請期限が来
る場合があります。詳しくは下記「最後に申請する判定基礎期間について」の「20日締めの事業所の例」の②を参照してください。

令和5年２月21日 ～ 令和５年３月31日

判定基礎期間（最終）

申請期間： 令和5年４月１日 ～ 令和５年６月20日

判定基礎期間（最終）の初日の２か
月後の日から起算して、２か月以内

①

②

①
・
②
い
ず
れ
か
で
申
請

令和５年５月31日まで※（必着）

※本リーフレットは令和５年度厚生労働省予算案の内容です。
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労働者・事業主の皆さまへ

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

受付終了のお知らせ

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL050104保02

休業した期間 申請期限

令和４年10月 ～ 令和４年11月 令和５年２月28日（火）

令和４年12月 ～ 令和５年１月 令和５年３月31日（金）

令和５年２月 ～ 令和５年３月 令和５年５月31日（水）

申請対象期間及び申請期限

■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html (右記QRコード)

■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 月～金 8：30～20：00 / 土日祝 8：30～17：15

お問い合わせ

×
休業前の１日当たり

平均賃金 60%×
各月の休業期間

の日数 ー

１日当たり支給額 （8,355 円が上限） 休業実績

給付金額の算定

・就労した日数
・労働者の事情で休んだ日数

【注意点】
○ 対象となる休業は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に限ります。
○ 郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容
を送信する必要があります。

○ オンライン又は郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステ
ムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申
請期限内に申請されたものとして取り扱っています。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、本年度末
をもって終了する予定です。
申請期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。

※ 令和４年11月末までの休業の場合は80％

※

 7
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【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10
具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額※１×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※１ 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（日額上限額あり）

※２ 令和３年８月１日～令和４年11月30日までの休暇に係る申請受付は原則として終了しています。ただし、やむを得ない理由があると認め

られる場合（以下Ⅰ又はⅡ）は、申請期限経過後に申請することが可能（令和５年６月30日まで）です。

Ⅰ.労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「（企業に）この助成金を利用してもらいたい」
等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合

Ⅱ.労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが
事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

厚生労働省・都道府県労働局事業主・労働者の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は

３月31日をもって終了予定です

小学校休業等対応助成金は、令和５年3月31日までの休暇取得分をもって制
度を終了する予定です。最終の申請期限は以下の通りです。
※４月以降は両立支援等助成金（育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例）を設ける予定です。
詳細は決まり次第、厚生労働省HPにてご案内します。

＊詳細は裏面をご参照ください。

事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用
できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

新型コロナ 休暇支援 検 索

労働者の皆さまへ

都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用して
もらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の
働きかけ等を行っています。特別相談窓口（休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請
含む）については、こちらをご参照ください。なお、窓口は、令和５年６月30日をもって終了する予定です。

⇒ 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」

【助成対象】令和４年12月１日から令和５年３月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行
うことが必要となった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）
を取得させた事業主
① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など（保育所等を含みます）に通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

休暇取得期間 日額上限額 申請期限※２

令和４年12月１日
～令和５年３月31日 8,355円 令和５年５月31日（水）必着

事業主の皆さまへ

① 支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。
＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

② 申請書の提出方法
本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）まで郵送でお願いします。
※必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください。（宅配便などは受付不可）
※令和４年11月から、東京労働局の郵送先を変更しています。東京都内に本社が所在する事業主の皆様はご注意下さい。
詳細は東京労働局HP トップ＞「小学校休業等対応助成金の申請書の提出方法についてご注意下さい」をご確認下さい。

お問い合わせはコールセンターまで

『小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』 （令和４年７月から電話番号が変わりました）
（フリーダイヤル）0120-876-187 受付時間：９：00～21：00 土日・祝日含む

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。  9



④対象となる有給の休暇の範囲

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

・学校：授業日 ※日曜日や夏休みなどは対象外（夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象）

・その他の施設（放課後児童クラブなど）：本来施設が利用可能な日

「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。

・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備
されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、
同意を得ていただくことが必要です。

労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
助成金の支給上限額(上限額は表面参照)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

令和５年１月31日作成

③対象となる保護者

・親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母など）であって、子どもを現に監護する者が
対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園または小学校の課程に類する課程を
置くものに限る）、特別支援学校（全ての部）
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、
各種学校（高等学校までの課程に類する課程）なども含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

「臨時休業等」とは

「小学校等」とは

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課
後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
※子どもの新型コロナワクチン接種の付き添いやその副反応時の休みも対象になります。

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある（※）子ども

ア) 新型コロナウイルスに感染した子ども
イ) 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
ウ) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する
リスクの高い基礎疾患などを有する子ども

※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。
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⚫ 企業内における人材育成を支援する「人材開発支援助成金」では、令和４年４月から、国民の方か
らのご提案を踏まえて創設をした「人への投資促進コース」を実施しています。本コースについて、
今般閣議決定された「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」（令和４年10月28日閣議
決定）において、人への投資を抜本的に強化するため、企業による労働者のリスキリング支援を強
化していくこととされたことを踏まえ、サブスク型の研修サービスを活用した「定額制訓練」及び
労働者が自発的に受講する「自発的職業能力開発訓練」の助成率の引き上げなどを行うこととしま
した。

中小企業 大企業

45％
(＋15％)

30％
(＋15％)

人材育成に取り組む事業主の皆さまへ

【定額制訓練】
サブスク型の研修サービスを活用した訓練を実施した事業主に助成

＜変更後＞

人材開発支援助成金人への投資促進コースの

経費助成率 及び助成限度額を引き上げます！

＜現行＞

※ （ ）内の助成率は生産性要件を満たした場合の率です。

LL041202開企02

一部メニューの経費助成率の引き上げ

中小企業 大企業

60％
(＋15％)

45％
(＋15％)

30％ (＋15％)

【自発的職業能力開発訓練】
労働者の自発的な職業能力開発を支援する事業主に助成

＜変更後＞＜現行＞

45％ (＋15％)

助成限度額の引き上げ

１事業所が１年度に受給できる助成金の限度額

人への投資促進コース
(成長分野等人材訓練除く)

1,500万円

うち
自発的職業能力開発訓練

200万円

＜変更後＞＜現行＞

2,500万円

300万円

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou
_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

富山労働局・ハローワーク

人材開発支援助成金 検 索

※ （ ）内の助成率は生産性要件を満たした場合の率です。

詳しくは富山労働局助成金センター（☎ 076-432-9172）まで問い合わせください。  11
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人への投資促進コースの助成メニューと助成率

・（ ）内の助成率（額）は、生産性要件を満たした場合の率（額）です。

・賃金助成額は、１人１時間当たりの額です。OJT実施助成額は、１人１訓練当たりの額（定額）です。

・１事業所１年度あたり2,500万円（成長分野等人材訓練は1,000万円、自発的職業能力開発訓練は300万円）が

上限です。その他、訓練時間に応じた１人あたりの経費助成限度額等もあります。

対 象 の 訓 練
経 費 助 成 率 賃 金 助 成 額

中小企業 大企業 中小企業 大企業

サブスクリプション型の研修サービス
60％ 45％

－
（＋1 5％）

対 象 の 訓 練 経 費 助 成 額 賃 金 助 成 額

長 期 教 育 訓 練 休 暇 制 度

（30日以上の連続休暇取得）

20万円
１人1日当たり

6000円
（※有給休暇の場合）

（＋４万円） (＋1200円)

所 定 労 働 時 間 の 短 縮 と

所定外労働時間の免除制度

20万円
－

（＋４万円）

対 象 の 訓 練
経 費 助 成 率 賃 金 助 成 額

中小企業 大企業 中小企業 大企業

I T S S（I T ス キ ル 標 準）

レベル４・３となる訓練等
75％ 60％ 960円 480円

海外も含む大学院での訓練 75％
国内大学院の場合

960円

対 象 の 訓 練
経 費 助 成 率 賃 金 助 成 額

中小企業 大企業 中小企業 大企業

ＩＴ分 野 未 経 験 者 （ 正 規 雇 用 労 働 者 ） の

即 戦 力 化 の た め の 訓 練

（OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練）

60％ 45％ 760円 380円

（＋1 5％） （＋200円） （＋100円）

O J T 実 施 助 成 額

中小企業 大企業

20万円 11万円

（＋５万円） （＋３万円）

対 象 の 訓 練 経 費 助 成 率 賃 金 助 成 額

労働者の自発的な訓練費用を

事業主が負担した訓練

45％
－

（＋1 5％）

定 額 制 訓 練 定額受け放題

高度デジタル人材訓練・成長分野等人材訓練 資格取得費用も対象

自発的職業能力開発訓練 自発的な学びを支援

情報技術分野認定実習併用職業訓練 資格取得費用も対象

長期教育訓練休暇等制度 導入済み企業も対象
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企業内での人材育成に取り組む事業主の皆さまへ

富山労働局・ハローワーク

LL041205開企01

人材開発支援助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koy
ou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html検索

人材開発支援助成金に

事業展開等リスキリング支援コース
を創設しました

人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」は、企業の持続的発

展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、ま

たは、デジタル・グリーンといった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等を

図るため、

① 既存事業にとらわれず、新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成

② 業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル・グリーン化に対応

した人材の育成

に取り組む事業主を対象に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を高率助成によ

り支援する制度です。

➤「事業展開」とは、例えば…

新たな製品を製造したり、新たな商品やサービスを提供すること等により、新たな分
野に進出すること。このほか、事業や業種の転換や、既存事業の中で製品の製造方法、
商品やサービスの提供方法を変更する場合も事業展開にあたる。

例：・新商品や新サービスの開発、製造、提供又は販売を開始する

・日本料理店が、フランス料理店を新たに開業する

・繊維業を営む事業主が、医療機器の製造等、医療分野の事業を新たに開始する

・料理教室を経営していたが、オンラインサービスを新たに開始する 等

➤「デジタル・DX化」とは、例えば…

デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、顧客や社会のニーズを基に、
製品やサービス、ビジネスモデルを変革する等し、競争上の優位性を確立すること。

例：・ITツールの活用や電子契約システムを導入し、社内のペーパーレス化を進めた

・アプリを開発し、顧客が待ち時間を見えるようにした

・顔認証やQRコード等によるチェックインサービスを導入し手続きを簡略化した 等

➤「グリーン・カーボンニュートラル化」とは、例えば…

徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにすること。

例：・農薬の散布にトラクターを使用していたが、ドローンを導入した

・風力発電機や太陽光パネルを導入した 等

助成率・助成額などは
裏面をご覧下さい→

詳しくは富山労働局助成金センター（☎ 076-432-9172）まで問い合わせください。
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■各都道府県労働局の助成金申請窓口

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/toiawase.html

申請手続き等に関する問い合わせ先

支給対象訓練

① 助成対象とならない時間を除いた訓練時間数が10時間以上であること

② OFF-JT（企業の事業活動と区別して行われる訓練）であること

③ 職務に関連した訓練であって以下のいずれかに該当する訓練であること

注：本コースでは、事業展開などの内容を記載した「事業展開等実施計画」（様式第２号）

を訓練実施計画届と併せて提出する必要がありますので、

取り組み内容を整理し、具体的な記載ができるよう、事前に準備をお願いします。

注：「事業展開」は、訓練開始日から起算して、３年以内に実施する予定のもの

または６か月以内に実施したものである必要があります。

助成率・助成額

経費助成率 賃金助成額（1人1時間） １事業所１年度あたりの
助成限度額中小企業 大企業 中小企業 大企業

75％ 60％ 960円 480円 １億円

10h以上100h未満 100h以上200h未満 200h以上

中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業

30万円 20万円 40万円 25万円 50万円 30万円

① 助成率・助成限度額

② 受講者１人あたりの経費助成限度額

ⅰ 企業において事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる

専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

ⅱ 事業展開は行わないが、事業主において企業内のデジタル・デジタル

トランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を

進めるにあたり、これに関連する業務に従事させる上で必要となる専

門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

本助成金では、助成金を活用する上で、支給対象事業主の要件などを設定して
います。また、本助成金を活用して人材育成を行う場合は、訓練開始日から起
算して１か月前までに、事業所所在地を管轄する都道府県労働局に計画届を提
出する必要がありますので、ご不明な点がございましたら、最寄りの都道府県
労働局の助成金申請窓口にお問い合わせください。
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